
　公証役場では、金銭の貸借、不動産の売買・賃貸、
損害賠償や慰謝料の支払いなどの契約書（公正証書）
を作成および会社の設立のための定款や私署証書の
認証、確定日付の付与などの事務を行っています。
　公正証書は、法律の専門家である公証人が作成す
る公文書であり、高い証明力があります。
　法律行為の確実を期すためには、公正証書を作成
したり、認証を受けることをお勧めします。
　公証役場では、公正証書に関しての法律相談を無
料で行っていますので、ご相談ください。
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　薬を使用する際には次のことに注意し、より安全
に効果的に使用してください。
◆使用する前に薬の添付文書をよく読む。
◆用法・用量を正しく守る。
◆薬の形（剤形）にあった服用方法を守る。
◆薬の飲み合わせに注意する。
◆高齢者の薬の使用には特に注意する。
◆薬は正しく保管する。
◆古い薬は使用しない。
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問合せ　新居浜公証役場　℡0897－35－3110
　　　　今治公証役場　　℡0898－23－2778

　厚生労働省・愛媛県では、女性の就業継続・能力
発揮・活躍促進を企業が自主的・積極的に取り組む
ことを推進しています。
　情報ポータルサイトの活用や事業所に応じたプラ
ンのご提案、社内セミナーなどの計画をお手伝いし
ます。

問合せ　ＮＰＯ法人ワークライフ・コラボ
　　　　TEL089－904－1572（松山事務所）
　　　　TEL080－8634－8017（新居浜事務所）

内　容　いじめ・体罰・児童虐待など、子どもの
　　　　人権問題に関する相談（秘密厳守。無料）
時　間　８時30分～19時
電　話　℡０１２０－００７－１１０
　　　　（携帯電話可。ＩＰ電話不可）
担　当　人権擁護委員、法務局職員

問合せ　松山地方法務局人権擁護課
　　　　TEL089－932－0888

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政サ
ービスの改善に関する意見、要望などの相談に応じ
ます。

○藤田　正史 氏（飯岡）
○髙木　一 氏（中野）
○宇佐美　友子 氏（北条）
○佐伯　正昭 氏（丹原町高松）
○戸田　裕喜 氏（小松町新屋敷）

問合せ　市庁舎本館広報広聴課
　　　　広聴係　TEL0897－52－1243

―西条市の行政相談委員―

日　時　10月26日㈯　10時～15時
場　所　総合文化会館
内　容　相続、遺言、農地転用、官公庁への許認可
　　　　申請書類の作成・相談など
問合せ　愛媛県行政書士会新居浜・西条支部
　　　　TEL0897－55－3994（合田）

日　時　10月９日㈬（予約不可。時間厳守）
　　　　９時30分～11時20分、13時～14時20分
場　所　松山地方裁判所西条支部
主　催　愛媛弁護士会西条支部
問合せ　新居浜簡易裁判所　TEL0897－32－2743

問合せ　愛媛県薬務衛生課　℡089－912－2391
　　　　㈳愛媛県薬剤師会　℡089－941－4165
　　　　　http://www.yakuehime.jp/
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